
     ＰＴＡ同和教育推進協議会規約  甲賀市立甲南第一小学校 
 

第１条（趣旨）      この規約は、甲賀市立甲南第一小学校ＰＴＡ会員相互の連携のもと  

         に同和教育を推進するとともに、児童の受ける同和教育を側面から   

         援助する。 

                    このため、甲賀市立甲南第一小学校ＰＴＡ同和教育推進協議会の設    

                  置および組織運営について必要事項を定める。 

 

第２条（名称）       本会は、甲賀市立甲南第一小学校ＰＴＡ同和教育推進協議会と称し 

           事務局を甲賀市立甲南第一小学校に置く。 

 

第３条（事業）      同和教育推進に関する協議と活動を行う。 

 

第４条（組織）      協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

                    １．ＰＴＡ役員（会長・副会長・会計） 

                    ２．ＰＴＡ各事業部長・委員会長・協議会長 

                    ３．同和教育推進協議会員 

                    ４．ＰＴＡ学年委員の５分の１ 

                    ５．本校全教職員   

 

第５条              常任委員は、ＰＴＡ本会役員若干名・同和関係職員（校長・教頭も  

            含む）若干名がこれにあたる。 

 

第６条               役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

第７条               会議は、運営委員会と常任委員会とする。 

 

        附    則 

          この規約は平成１６年１０月１日より施行する。 

     平成２８年７月１５日一部改正（第４条） 平成２９年４月１日より実施 

     平成２９年７月１４日一部改正（第４条） 平成２９年７月１４日より実施 

令和 ６年５月 ２日一部改正（第４条） 令和６年５月２日より実施 

 


